
(

承
前)

七
、
地
方
志

『

松
滋
県
志』

に
記
さ
れ
た
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
事
件
？

一
、
は
じ
め
に

中
国
古
典
文
献
の
中
の
空
飛
ぶ
物
体
に
関
す
る
記
述
を
以
て
古
代
中
国
に
Ｕ
Ｆ

Ｏ
が
飛
来
し
て
い
た
証
拠
だ
と
す
る
主
張
に
対
し
て
、
こ
れ
を
原
典
に
当
た
り
つ

つ
客
観
的
な
立
場
か
ら
検
証
し
よ
う
と
す
る
本
シ
リ
ー
ズ
、
前
回
か
ら
間
が
空
い

て
し
ま
っ
た
が
、
そ
の
間
も
同
人
誌
等
に
こ
の
話
題
に
つ
い
て
書
き
溜
め
て
い
た
。

ま
た
全
学
共
通
科
目
で
も
何
度
か
こ
の
テ
ー
マ
で
講
義
を
行
っ
た
の
だ
が
、
な
ん

だ
か
面
白
そ
う
だ
程
度
の
気
持
ち
で
こ
の
授
業
を
選
択
し
た
学
生
は
、
実
際
は
漢

文
を
読
ま
さ
れ
る
の
で
驚
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
概
ね
学
生
か
ら
の
反
応

は
よ
く
、
授
業
の
後
で
話
し
に
来
た
り
、
ま
た
私
の
知
ら
な
い
こ
と
を
教
え
て
く

れ
た
り
す
る
学
生
も
い
て
、
や
っ
て
い
る
こ
ち
ら
も
楽
し
か
っ
た
。

さ
て
今
回
は
地
方
志
に
記
載
さ
れ
た
あ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
ご
紹
介
し
よ
う
と
思

う
。
例
に
よ
っ
て
、
学
生
を
含
め
て
漢
文
を
専
門
と
し
な
い
方
々
が
読
ん
で
く
だ

さ
る
こ
と
を
想
定
し
て
、
基
本
的
知
識
も
で
き
る
だ
け
解
説
す
る
よ
う
に
し
て
い

る
。
専
門
の
方
々
に
は
言
わ
ず
も
が
な
の
こ
と
も
多
か
ろ
う
が
、
あ
ら
か
じ
め
お

許
し
を
願
っ
て
お
き
た
い
。

二
、『

松
滋
県
志』

Ｕ
Ｆ
Ｏ
説
の
概
要

ま
ず
は
、
本
シ
リ
ー
ズ
で
何
度
も
採
り
上
げ
た
王
矛
・
王
敏
共
著

『

中
国
文
化

故
事
物
語

(

１)』

の
こ
の
一
段
に
ご
注
目
い
た
だ
き
た
い
。

ま
た
清
の
時
代
の
湖
北
省
松
滋
県
の
覃
氏
の
不
思
議
な
遭
遇
は
、
さ
ら
に

研
究
家
を
驚
か
せ
る
の
に
充
分
で
あ
っ
た
。｢

松
滋
県
誌

(

マ
マ)｣

の
記
載
に
よ
る

と
、｢

光
緒
六
年

(

紀
元
一
八
八
〇
年)

陰
暦
五
月
八
日
の
朝
、
西
岩
嘴
の

百
姓
の
息
子
覃
氏
は
、
家
の
奧
の
森
を
足
に
任
せ
て
歩
い
て
い
た
と
こ
ろ
、

前
方
の
ぼ
ー
っ
と
し
た
霞
が
異
常
な
光
で
輝
い
て
い
た
。
彼
は
す
ば
や
く
近

寄
っ
て
、
そ
れ
に
寄
り
か
か
っ
た
。
す
る
と
、
身
体
が
ふ
わ
ふ
わ
と
し
て
雲

の
中
に
浮
か
ん
で
い
る
よ
う
に
な
っ
た
。
耳
に
サ
ッ
サ
ッ
と
い
う
音
が
し
て
、

ぼ
ん
や
り
と
な
り
、
四
肢
の
自
由
が
き
か
な
く
な
っ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
、
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突
然
高
い
と
こ
ろ
か
ら
落
ち
た
よ
う
な
気
が
し
て
、
ま
わ
り
を
見
回
す
と
、

そ
こ
は
、
い
つ
の
ま
に
か
山
の
中
で
は
な
い
か
。
な
ん
だ
か
、
夢
を
み
て
い

る
よ
う
で
あ
っ
た
が
、
し
ば
ら
く
し
て
、
道
を
通
り
か
か
っ
た
き
こ
り
に
事

情
を
き
か
れ
た
。『

湖
北
省
の
松
滋
県
の
者
だ』

と
答
え
る
と
、
き
こ
り
は

『

ど
う
や
っ
て
、
こ
こ
ま
で
来
た
ん
だ
い
。
こ
こ
は
、
君
の
と
こ
ろ
か
ら
五

百
キ
ロ
あ
ま
り
も
離
れ
た
貴
州
省
だ
よ』

と
び
っ
く
り
し
て
言
っ
た
。
き
こ

り
に
帰
り
の
山
道
を
教
え
て
も
ら
っ
て
、
よ
う
や
く
家
に
帰
り
着
い
た
の
は
、

そ
れ
か
ら
十
八
日
後
で
あ
っ
た
。
さ
て
覃
氏
を
移
動
さ
せ
た
も
の
は
一
体
何

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
深
い
疑
問
だ｣

と
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
覃
氏

が
出
会
っ
た
の
は
、
空
飛
ぶ
円
盤
だ
ろ
う

(

２)

。

確
か
に
、
何
百
キ
ロ
も
離
れ
た
場
所
に
突
然
移
動
し
て
い
た
と
い
う
の
は
不
思
議

な
話
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
こ
と
が
地
方
志
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
は
そ
の
地
方
政

府
の
作
っ
た
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
な
歴
史
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
実
に

興
味
深
い
。

と
こ
ろ
で
こ
の
一
段
、
特
に
漢
文
の
知
識
が
な
く
と
も
、
こ
れ
を
素
直
に
読
む

だ
け
で
幾
つ
か
疑
問
点
に
気
付
く
の
だ
が
、
皆
さ
ん
は
い
か
が
だ
ろ
う
か
。
例
え

ば
、｢

耳
に
サ
ッ
サ
ッ
と
い
う
音
が
し
て｣

と
あ
る
が
、
風
の
擬
音
語
と
し
て
や

や
不
自
然
な
気
が
す
る
。
中
国
語
を
ご
存
じ
の
方
は
、
こ
れ
は
中
国
語
の｢
颯
颯｣

(

s�
sa)

と
い
う
擬
音
語
を
そ
の
ま
ま
カ
タ
カ
ナ
で
書
い
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う

可
能
性
に
思
い
至
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
本
書
は
中
国
語
で
書
か
れ
た
も
の
の
翻
訳

で
は
な
く
、
最
初
か
ら
日
本
語
で
書
き
下
ろ
さ
れ
た
も
の
ら
し
い
の
だ
が
、
こ
う

し
た
と
こ
ろ
に
中
国
語
の
影
響
が
残
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
さ

ら
に

｢

よ
う
や
く
家
に
帰
り
着
い
た
の
は
十
八
日
後｣

と
あ
る
が
、
朝
自
宅
の
裏

山
に
散
歩
に
出
た
だ
け
の
覃
氏
は
恐
ら
く
財
布
を
持
っ
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
だ

ろ
う
に
、
十
八
日
分
の
路
銀
を
一
体
ど
う
し
た
の
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
も
気
に

な
る
。
ま
た

｢

覃
氏
が
出
会
っ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
空
飛
ぶ
円
盤｣

だ
と
あ

る
が
、
こ
れ
だ
け
で
な
ぜ

｢

言
う
ま
で
も
な
く｣

と
言
え
る
の
か
も
よ
く
分
か
ら

な
い
。
Ｕ
Ｆ
Ｏ
ビ
リ
ー
バ
ー
の
方
に
は
言
う
ま
で
も
な
く
な
の
か
も
知
れ
な
い
が
、

私
に
は
と
て
も
そ
う
は
思
え
な
い
。
ど
う
せ
オ
カ
ル
ト
的
に
解
釈
す
る
な
ら
、
テ

レ
ポ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン

(

瞬
間
移
動)

の
方
が
よ
ほ
ど
し
っ
く
り
来
る
。

そ
し
て
最
も
疑
問
な
の
が
、｢

そ
れ
に
寄
り
か
か
っ
た｣

と
い
う
部
分
で
あ
る
。

裏
山
を
散
歩
し
て
い
て
不
思
議
な
光
を
放
つ
物
体
を
見
か
け
た
人
間
の
と
る
行
動

と
し
て
、｢

寄
り
か
か
る｣

と
い
う
の
は
あ
ま
り
に
不
自
然
で
は
い
か
。
も
し
自

分
だ
っ
た
ら
と
想
像
し
て
み
て
い
た
だ
き
た
い
。
裏
山
で
見
か
け
た
不
思
議
な
光

に
、
よ
い
し
ょ
っ
と
ば
か
り
に
寄
り
か
か
ろ
う
と
す
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は

も
し
か
し
て
、
原
文
か
ら
日
本
語
へ
の
訳
し
方
に
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
そ
う
考
え
る
と
、
是
非
と
も
こ
の『

松
滋
県
志』

の
原
文
を
確
か
め
た
く
な
っ

て
来
る
。

他
に
も
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
宇
宙
人
に
よ
る
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
事
件
と
見
な
し

て
い
る
Ｕ
Ｆ
Ｏ
研
究
家
は
多
い
。
そ
の
代
表
と
し
て
は
中
華
圏
の
Ｕ
Ｆ
Ｏ
研
究
に

大
き
な
影
響
力
を
持
つ
呂
応
鐘

(

３)

氏
を
挙
げ
ね
ば
な
る
ま
い
。
呂
氏
は
著
書

『

Ｕ
Ｆ

Ｏ
五
千
年

外
星
人
考
古
学

(

４)』

第
七
章

｢

清
朝
以
降
的
Ｕ
Ｆ
Ｏ
記
録｣

の
一
八
八

〇
年
六
月
十
五
日
の
項
目
に
於
い
て
、

『

湖
北
省
松
滋
縣
志』

記
有
清
光
緒
六
年
五
月
初
八
日
發
生
的
事
、

(『

湖
北
省
松
滋
県
志』

に
は
清
の
光
緒
六
年
五
月
八
日
に
発
生
し
た
事
件

が
記
さ
れ
て
い
る)

と
述
べ
た
後
、『
松
滋
県
志』

の
原
文
を
引
用
す
る
。
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
【
注

釈
】
を
付
し
て
お
ら
れ
る

(

５)

。
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【
注
釋
】
…
…(『

松
滋
県
志』

の
要
約
に
つ
き
省
略)

…
…
這
個
事
件
和
現

代
不
少
飛
�
挾
持
事
件
完
全
相
同
、
可
知
這
是
上
個
世
紀
的
一
次
値
得
研
究

的
Ｕ
Ｆ
Ｏ
記
録
。

(
【
注
釈
】
…
…
…
…
こ
の
事
件
は
現
代
の
空
飛
ぶ
円
盤
の
誘
拐
事
件
の
多

く
と
全
く
同
じ
で
あ
り
、
研
究
に
値
す
る
前
世
紀
に
於
け
る
Ｕ
Ｆ
Ｏ
の

記
録
だ
と
言
え
る)

中
華
圏
に
お
け
る
Ｕ
Ｆ
Ｏ
研
究
者

(

ビ
リ
ー
バ
ー)

に
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
呂

氏
が
、
氏
の
代
表
的
著
作

『
Ｕ
Ｆ
Ｏ
五
千
年』

に
こ
の
話
を
収
め
た
こ
と
の
意
味

は
大
き
い
と
思
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
話
が
Ｕ
Ｆ
Ｏ
の
証
拠
と
し
て
固
定
さ
れ

た
と
さ
え
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
本
書
は
既
に
絶
版
で
あ
る
が
、
本
書
の
ダ
イ

ジ
ェ
ス
ト
版
と
言
え
る

｢

Ｕ
Ｆ
Ｏ
五
千
年
史｣
が
台
湾
飛
�
学
研
究
会
ウ
エ
ブ
サ

イ
ト
に
嘗
て
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
サ
イ
ト
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
後
は
削
除
さ
れ
て
し

ま
っ
た
が
、
現
在
中
国
の
ウ
エ
ブ
上
の
あ
ち
こ
ち
に
転
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
検

索
す
れ
ば
読
む
こ
と
が
で
き
る

(

６)

。
な
お
、
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版｢
Ｕ
Ｆ
Ｏ
五
千
年
史｣

で
は

『

松
滋
県
志』

本
文
を
引
用
す
る
の
み
で
、
注
釈
や
コ
メ
ン
ト
は
付
さ
れ
て

い
な
い
。

呂
氏
以
外
に
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
Ｕ
Ｆ
Ｏ
事
件
と
し
て
詳
細
に
論
じ
て
い
る
例

と
し
て
は
、
張
開
基
氏
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
張
氏
は
台
湾
飛
�
学
研
究
会

の
中
心
人
物
の
一
人
な
の
で
、
当
然
呂
氏
の
影
響
下
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
張

氏
は

｢

中
国
正
史
中
的
飛
�
�
架
事
件

一
八
八
〇
年
湖
北
省
松
滋
県
的
飛
�
�

架
疑
案
探
討

(

７)｣

に
於
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

在
筆
者
個
人
從
中
國
正
史
中
所
收
集
到
的
疑
似
飛
�
�
架
事
件
、
比
較
明
確

的
大
概
首
推
一
百
廿
年
前
發
生
在
湖
北
省
松
滋
縣
境
�
的
覃
姓
農
人
隨
飛
�

飛
天
的
離
奇
遭
遇
最
具
代
表
性
。
依
據
湖
北
省

｢

松
滋
縣
志｣

上
的
記
載
、

整
個
事
件
的
經
過
如
下：

(

筆
者
個
人
が
中
国
正
史
中
か
ら
収
集
し
た
空
飛
ぶ
円
盤
誘
拐
と
お
ぼ
し

き
事
件
に
於
い
て
、
比
較
的
明
確
な
も
の
と
し
て
は
ま
ず
百
二
十
年
前

に
湖
北
省
松
滋
県
内
で
発
生
し
た
、
姓
を
覃
と
い
う
農
民
が
空
飛
ぶ
円

盤
と
と
も
に
空
を
飛
ん
だ
と
い
う
不
思
議
な
体
験
を
最
も
代
表
的
な
も

の
と
し
て
推
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
湖
北
省

『

松
滋
県
志』

の
記
載
に
基

づ
け
ば
、
事
件
の
経
緯
は
以
下
の
如
く
で
あ
る)

こ
の
後
張
氏
は

『

松
滋
県
志』

の
原
文
を
引
き
、
そ
の
中
国
語
口
語
訳
を
掲
載
し

て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
に
続
い
て
張
氏
は
十
二
項
目
に
わ
た
る
詳
細
な
コ
メ
ン
ト
を

付
し
て
お
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
紙
幅
の
関
係
で
私
の
要
約
に
よ
り
ご
覧
い

た
だ
こ
う
と
思
う

(

８)

。

一
、
ラ
イ
ト
兄
弟
に
よ
る
飛
行
機
発
明
以
前
の
一
八
八
〇
年
に
、
高
速
で
人
を

移
動
さ
せ
る
航
空
機
は
存
在
し
な
か
っ
た
。

二
、
原
文
に
よ
れ
ば
彼
は

｢

未
確
認
飛
行
物
体｣

の
内
部
に
入
っ
た
と
は
考
え

ら
れ
ず
、
飛
行
物
体
に
引
っ
か
か
っ
た
か
吸
い
付
け
ら
れ
た
か
、
も
し
く
は

本
人
が
何
ら
か
の
突
起
に
し
が
み
つ
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
飛
行
時
間
は

決
し
て
長
く
な
く
、
ま
た
飛
行
物
体
の
操
縦
者
に
も
悪
意
は
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
高
空
か
ら
自
由
落
下
し
て
怪
我
さ
え
し
て
い
な
か
っ
た
の
は
、
操

縦
者
が
何
ら
か
の
力
で
落
下
速
度
を
緩
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
原
文
に

｢

忽
然
自
高
墜
下｣

と
あ
る
の
で
、
わ
ざ
わ
ざ
低
空
ま
で
降
下
し
て
安
全
に

彼
を
落
と
し
た
の
で
は
な
い
。｢

有
一
物
、
光
彩
異
常
、
五
色
鮮
艶｣

と
あ

り
、
彼
を
乗
せ
た
ま
ま
千
里
も
飛
ん
だ
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
我
々
の
知
る
空

飛
ぶ
円
盤
だ
と
解
釈
せ
ざ
る
を
得
な
い

三
、
彼
が
着
地
し
た
地
点
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
地
図
に
よ
る
と
、
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湖
北
省
の
松
滋
県
か
ら
貴
州
省
の
境
ま
で
は
直
線
で
約
五
〜
六
百
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
あ
り
、
ま
た
文
中
の
木
こ
り
は

｢

…
…
此
貴
州
境
�
、
去
爾
処
千
余
里

矣
！｣

と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
距
離
に
誇
張
は
あ
る
ま
い
。

四
、
原
文
に
は
彼
が
ど
れ
く
ら
い
空
中
に
い
た
後
落
下
し
た
か
書
か
れ
て
な
い

た
め
、
貴
州
省
の
境
ま
で
ど
れ
く
ら
い
の
時
間
で
到
達
し
た
か
は
分
か
ら
な

い
。
し
か
し
彼
が
両
手
で
飛
行
物
体
の
突
起
に
し
が
み
つ
い
て
い
た
と
す
る

な
ら
ば
、
成
人
男
子
の
体
力
か
ら
考
え
て
十
分
間
か
ら
二
十
分
間
は
超
え
な

い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

五
、
現
代
の
ジ
ェ
ッ
ト
旅
客
機
の
速
度
か
ら
し
て
五
〜
六
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の

距
離
を
飛
ぶ
に
は
四
〜
五
十
分
か
か
る
。
第
四
の
点
か
ら
考
え
て
飛
行
物
体

の
速
度
は
ジ
ェ
ッ
ト
旅
客
機
よ
り
速
い
は
ず
だ
が
、
普
通
の
肉
体
の
農
民
が

高
速
で
外
気
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
と
す
る
と
、
飛
行
物
体
の
速
度
が
時
速
二

〜
三
千
メ
ー
ト
ル
だ
っ
た
な
ら
ば
そ
の
風
速
に
堪
え
ら
れ
る
は
ず
も
な
く
、

途
中
で
落
下
す
る
の
で
は
な
い
か
。

六
、
第
五
の
点
か
ら
推
測
す
る
に
、
そ
の
飛
行
物
体
は
機
体
の
外
部
に
異
常
が

あ
る
の
に
気
付
い
て
、
全
速
力
で
は
な
く
故
意
に
速
度
を
落
と
し
、
こ
の
招

か
ざ
る
客
に
危
険
が
及
ば
な
い
よ
う
に
し
た
た
め
、
最
後
は
安
全
に
落
下
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
落
下
し
た
地
点
は
既
に
家
か
ら

五
〜
六
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
も
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。

七
、
一
般
に
ジ
ェ
ッ
ト
旅
客
機
の
巡
航
高
度
は
三
万
フ
ィ
ー
ト
ほ
ど
で
、
こ
う

し
た
高
度
で
は
気
温
は
摂
氏
マ
イ
ナ
ス
三
〜
四
十
度
に
も
な
り
、
気
圧
も
低

く
空
気
も
希
薄
で
あ
る
。
こ
の
温
度
に
加
え
て
風
圧
を
受
け
れ
ば
数
分
も
生

き
ら
れ
な
い
。
彼
が

｢

高
処
不
勝
寒｣

だ
っ
た
と
原
文
に
は
書
か
れ
て
い
な

い
以
上
、
そ
の
時
の
飛
行
物
体
は
高
空
を
飛
ん
で
い
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
彼

を
無
事
に
下
ろ
す
に
は
雲
程
度
の
高
度
だ
っ
た
は
ず
で
、
恐
ら
く
一
千
メ
ー

ト
ル
以
下
で
あ
っ
た
ろ
う
。

八
、
し
か
し
以
上
の
推
測
に
も
疑
問
点
は
あ
り
、
も
し
彼
が
自
分
か
ら
空
飛
ぶ

円
盤
の
突
起
に
し
が
み
つ
い
て
高
空
を
飛
ん
だ
な
ら
、
身
体
が
そ
れ
に
耐
え

ら
れ
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、｢

精
神
�
眛
、
身
体
不
能
自
由｣

と
い

う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
は
ず
だ
。
も
う
一
つ
の
可
能
性
は
、
そ
の
時
円
盤
は

離
陸
し
よ
う
と
し
て
、
ち
ょ
う
ど｢

空
間
転
移｣

に
入
ろ
う
と
し
て
い
た
か
、

も
し
く
は｢

空
間
転
移｣

を
安
全
に
行
う
た
め
に
外
側
に
一
種
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

形
態
の

｢

バ
リ
ア
ー｣

(

原
文
は

｢

某
種
能
量
型
態
構
成
的
無
形
防
護
罩｣

。

罩
は
覆
い
、
カ
バ
ー
の
意)

を
作
っ
て
い
て
、
彼
が
円
盤
に
近
づ
い
た
時
こ

の
バ
リ
ア
ー
に
包
ま
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
た
め
彼
が
動
け
な
く
な
っ

た
瞬
間
に
五
〜
六
百
キ
ロ
も
移
動
し
、
ま
た｢

精
神
�
眛
、
身
体
不
能
自
由｣

と
な
り
、
操
縦
者
の
宇
宙
人
が
異
常
に
気
付
い
て
や
っ
と
下
ろ
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
。

九
、
彼
は
故
郷
の
松
滋
県
か
ら
貴
州
省
の
境
に
到
達
し
た
の
で
あ
り
、
飛
行
し

て
元
の
松
滋
県
に
戻
っ
た
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
松
滋
県
か
ら
貴
州

省
へ
の
間
は
、
空
飛
ぶ
円
盤
の
元
々
の
飛
行
ル
ー
ト
の
一
部
だ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。

十
、
原
文
に
よ
る
と
彼
は
最
後
は
物
乞
い
を
し
な
が
ら
家
に
帰
っ
て
お
り
、
そ

の
間
十
八
日
が
経
過
し
て
い
る
。
地
図
上
の
五
〜
六
百
キ
ロ
の
直
線
距
離
は

実
際
に
は
七
〜
八
百
キ
ロ
の
道
の
り
に
な
ろ
う
か
ら
、
彼
が
毎
日
三
〜
四
十

キ
ロ
歩
い
て
十
八
日
か
か
っ
た
と
す
れ
ば
辻
褄
が
合
う
。

十
一
、
幸
い
彼
は
宇
宙
人
に
よ
り
宇
宙
に
連
れ
去
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
ま
た

数
千
メ
ー
ト
ル
の
高
空
か
ら
落
と
さ
れ
て
死
ぬ
こ
と
も
な
く
、
高
空
で
凍
死
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も
せ
ず
、
貴
州
の
山
中
で
行
き
倒
れ
に
も
な
ら
ず
、
最
後
に
は
無
事
家
に
帰
っ

た
た
め
、
彼
の
経
験
は
正
史
の

｢

地
方
志｣

に
掲
載
さ
れ
た
。
そ
し
て
我
々

後
世
の
Ｕ
Ｆ
Ｏ
研
究
者
に
す
ば
ら
し
い
研
究
材
料
を
残
し
て
く
れ
た
。

十
二
、
こ
こ
で
筆
者

(

張
氏)

は
こ
れ
を

｢

未
確
認
飛
行
物
体｣

(

不
明
飛
行

物)
で
は
な
く

｢

空
飛
ぶ
円
盤｣

(

飛
�)

と
呼
ん
だ
が
、
こ
れ
は
決
し
て

独
断
で
は
な
い
。
当
時
の
人
類
は
飛
行
機
な
ど
の
高
速
飛
行
物
を
発
明
し
て

お
ら
ず
、
人
を
高
空
に
運
び
、
瞬
間
的
に
遠
方
に
移
動
さ
せ
る
こ
と
の
で
き

る
も
の
は
円
盤
以
外
に
あ
り
得
よ
う
か
。
心
霊
現
象
と
し
て
解
釈
す
る
の
は

荒
唐
無
稽

(

荒
謬)

で
あ
る
。
ま
た
中
国
の
正
史
に
は
空
飛
ぶ
円
盤
に
似
た

記
述
が
た
く
さ
ん
残
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
件
を
円
盤
の
仕
業
だ
と
推
論
し
て

も
間
違
い
な
か
ろ
う
。

そ
れ
に
し
て
も
、
た
っ
た
こ
れ
だ
け
の
資
料
で
よ
く
こ
こ
ま
で
断
定
で
き
る
も
の

だ
と
感
心
す
る
。
我
々
の
目
に
映
る『

松
滋
県
志』
の
原
文
は
張
氏
の
ご
覧
に
な
っ

た
も
の
と
同
じ
な
は
ず
だ
が
、
読
む
人
に
よ
り
ず
い
ぶ
ん
違
っ
た
も
の
が
引
き
出

せ
る
ら
し
い
。
心
霊
現
象

(

霊
異
鬼
神)

で
解
釈
す
る
の
は
荒
唐
だ
が
、
宇
宙
人

や
空
飛
ぶ
円
盤
で
解
釈
す
る
の
は
科
学
的
だ
、
と
い
う
の
も
随
分
身
勝
手
な
言
い

分
だ
。
た
だ
、
右
に
指
摘
し
た
帰
路
十
八
日
分
の
路
銀
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
物

乞
い
を
し
な
が
ら
帰
っ
た

(

沿
路
乞
討
返
郷)

と
し
て
お
ら
れ
る
な
ど
、
張
氏
が

細
か
い
点
ま
で
周
到
に
検
討
な
さ
っ
て
い
る
こ
と
は
認
め
て
よ
さ
そ
う
だ

(

原
文

に

｢

丐
而
歸｣

と
あ
る
こ
と
を
見
逃
し
て
い
な
い
の
だ
か
ら)

。

と
こ
ろ
で
右
の
要
約
に
於
い
て
、
張
氏
が
繰
り
返
し

｢

正
史｣

と
述
べ
て
お
ら

れ
る
こ
と
に
お
気
付
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
張
氏
は
文
章
の
冒
頭
で
次
の

よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

所
謂
的

｢

正
史｣

、
除
了
�
朝
�
代
朝
廷
中
正
式
由
史
官
記
載
的
�
史
以
外
、

由
於
中
國
的
幅
員
遼
闊
、
東
南
西
北
各
地
州
、
省
、
府
、
縣
、
甚
至
一
城
一

�
也
都
有
著
正
式
記
載
當
地
各
種
大
事
的
�
史
、
被
稱
之
為｢

地
方
志｣

…
…

(

中
略)

…
…
這
種

｢

地
方
志｣

不
但
是
由
地
方
上
正
式
的
官
員
來
主
筆
記

載
、
隨
時
要
呈
報
給
地
方
首
長
知
道
、
而
且
如
果
發
生
了
重
大
事
件
、
還
要

層
層
上
報
、
甚
至
�
奏
皇
帝
知
曉
、
而
其
中
發
生
在
地
方
上
特
別
重
大
的
事

件
也
會
再
次
重
覆
被
記
�
在
朝
廷
的
正
史
之
中
；
譬
如
重
大
的
水
、
旱
災
及

地
震
等
等
的
自
然
災
害
。
所
以
、
中
國
�
朝
�
代
以
來
各
地
的｢

地
方
志｣

；

其
中
重
要
大
事
是
可
以
和
朝
廷
正
史
互
相
印
證
參
考
的
、
因
而
也
屬
於
正
史

的
範
圍
。

(

い
わ
ゆ
る
正
史
は
、
歴
代
朝
廷
の
正
式
な
史
官
に
よ
り
記
載
さ
れ
た
歴

史
の
他
に
、
中
国
の
広
さ
故
に
東
西
南
北
各
地
の
州
・
省
・
府
・
県
か

ら
一
城
一
郷
に
至
る
ま
で
、
当
地
の
出
来
事
を
記
載
し
た
歴
史
が
存
在

す
る
。
こ
れ
を

｢

地
方
志｣

と
称
す
る
。
…
…

(

中
略)

…
…
こ
う
し

た

｢

地
方
志｣

は
地
方
の
正
式
な
官
員
に
よ
り
記
述
さ
れ
る
の
み
な
ら

ず
、
地
方
の
首
長
に
随
時
報
告
さ
れ
、
し
か
も
重
大
な
事
件
が
発
生
し

た
場
合
は
次
々
と
上
に
報
告
が
上
げ
ら
れ
、
最
後
は
皇
帝
に
も
奏
上
さ

れ
る
。
そ
し
て
地
方
で
発
生
し
た
特
に
重
大
な
事
件
は
朝
廷
の
正
史
の

中
に
も
記
録
さ
れ
る
。
例
え
ば
重
大
な
水
害
・
干
害
や
地
震
な
ど
の
自

然
災
害
が
そ
う
で
あ
る
。
故
に
、
中
国
歴
代
の
各
地

｢

地
方
志｣

の
、

特
に
重
要
な
事
件
は
朝
廷
の
正
史
と
相
互
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
参
照
が

可
能
な
の
で
あ
り
、
故
に
地
方
志
も
正
史
の
範
囲
に
入
る
の
で
あ
る)

こ
れ
を
要
す
る
に
ど
う
も
、

い
わ
ゆ
る

｢

正
史｣

は
歴
代
王
朝
の
史
官
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
正
式
な
歴
史

書
で
あ
る
。
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←

こ
れ
以
外
に
、
州
・
省
・
県
・
郷
な
ど
の
地
方
の
正
式
な
記
録
が
あ
り
、
こ

れ
を

｢

地
方
志｣

と
言
う
。

←

｢

地
方
志｣

は
地
方
の
正
式
な
官
吏
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
も
の
で
、
重
要
事

項
は
地
方
の
首
長
か
ら
上
に
も
報
告
さ
れ
、
朝
廷
の
正
史
に
も
記
録
さ
れ
る

こ
と
が
あ
る
。←

よ
っ
て

｢

地
方
志｣

も
広
い
意
味
で
は

｢

正
史｣

の
範
囲
に
含
ま
れ
る
。

と
い
う
話
の
流
れ
ら
し
い
の
で
あ
る
。
正
史
の
み
な
ら
ず
地
方
志
の
記
述
も
そ
れ

な
り
に
き
ち
ん
と
重
視
す
べ
き
だ
と
い
う
話
な
ら
、
そ
れ
は
確
か
に
そ
う
だ
と
思

う
が
、
し
か
し
多
少
な
り
と
も
漢
文
を
勉
強
し
た
人
か
ら
す
れ
ば
、｢

正
史｣

と

｢

地
方
志｣

を
こ
の
よ
う
に
一
緒
く
た
に
す
る
の
は
か
な
り
無
理
な
話
だ
、
と
い

う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
重
要
な
記
録
は
朝
廷
ま
で
上
げ
ら
れ
た
、
と
言
う

が
、
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
、
現
代
で
も
市
町
村
史
を
作
れ
ば
国
会
図
書
館
始
め

政
府
の
関
係
省
庁
に
送
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
、
張
氏
が
そ
れ
ほ
ど
ま
で
し

て｢

正
史｣

を
持
ち
出
し
な
が
ら
、
こ
の
文
章
に
は
地
方
志
で
あ
る『
松
滋
県
志』

し
か
出
て
来
ず
、
他
に
正
史
の
記
述
は
一
切
顔
を
出
し
て
い
な
い
こ
と
な
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
権
威
付
け
の
た
め
に
正
史
を
持
ち
出
し
た
だ
け
で
、
本
来
な
ら

｢

中
国
地�

方�

志�

中�

的
飛
�
�
架
事
件｣

と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
し
て
も
何
の
問
題
も

な
か
っ
た
は
ず
な
の
だ
。
残
念
な
が
ら
張
氏
の
文
章
か
ら
は
、
妄
想
と
さ
え
呼
べ

そ
う
な
張
氏
の
思
い
入
れ
、
と
い
う
こ
と
以
外
に
我
々
に
必
要
な
情
報
は
得
ら
れ

な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

三
、『

松
滋
県
志』

の
諸
板
本

さ
て
こ
こ
で
、
不
思
議
な
光
を
見
た
覃
さ
ん
が

｢

す
ば
や
く
近
寄
っ
て
、
そ
れ

に
寄
り
か
か
っ
た｣

と
い
う
部
分
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
王
氏
は
原
文
を

引
用
せ
ず
、
日
本
語
訳
文
の
み
を
掲
載
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
で
は
そ
の

翻
訳
が
正
し
い
か
ど
う
か
確
か
め
ら
れ
ず
、
ま
た
Ｕ
Ｆ
Ｏ
の
話
ら
し
く
す
る
た
め

に
訳
を
盛�

っ�

て�

い
た
と
し
て
も
そ
れ
を
知
る
術
は
な
い
。
で
は
呂
氏
は
ど
う
だ
ろ

う
。
呂
氏
の
引
用
す
る
原
文
で
は
こ
こ
は

｢

即
往
撲
之｣

と
な
っ
て
い
る
。
呂
氏

の
【
訳
注
】
に

｢

便
接
近
它｣

、
即
ち

｢

す
ぐ
に
そ
れ
に
接
近
し
た｣

と
あ
る
か

ら
に
は
、
呂
氏
は
こ
の

｢

撲｣

を
接
近
す
る
・
近
づ
く
と
解
釈
な
さ
っ
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
一
方
張
氏
は
と
言
う
と
、
引
用
す
る
原
文
で
こ
の
部
分
を

｢

即
往
捕

之｣

に
作
っ
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
に
従
う
な
ら
、
覃
さ
ん
は

｢

す
ぐ
に
行
っ
て
こ

れ
を
捕
ら
え
た｣

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
続
く
張
氏
の

｢

白
話
語
訳｣

(

口
語
訳)

で
も

｢

他
立
即
上
前
想
抓
住
它｣

と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は

｢

彼
は
直
ぐ
に
前
に

出
て
そ
れ
を
捕
ま
え
よ
う
と
し
た｣

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
を
整
理
す
る
に
、

原
文

解
釈

王
氏

(

原
文
引
用
無
し)

そ
れ
に
寄
り
か
か
っ
た

呂
氏

即
往
撲�

之

そ
れ
に
接
近
し
た

張
氏

即
往
捕�

之

そ
れ
を
捕
ま
え
た

の
如
く
、
三
者
三
様
の
書
き
方
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
宇
宙
人
飛
来
の

証
拠
を
古
典
文
献
に
求
め
よ
う
と
す
る
方
々
は
、
私
の
経
験
上
、
古
典
文
献
の
扱
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い
や
解
釈
が
実
に
杜
撰
ず
さ
ん

で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
細
か
い
こ
と
だ
と
は
言
え
、
こ
れ

は
文
全
体
の
解
釈
に
も
関
わ
る
こ
と
な
の
で
、
や
は
り
お
ろ
そ
か
に
は
で
き
な
い
。

い
ず
れ
が
正
し
い
の
か
、
そ
れ
を
確
か
め
る
最
も
確
実
な
方
法
は

『

松
滋
県
志』

の
現
物
を
確
か
め
る
こ
と
だ
。

さ
て
普
通
な
ら
ば
こ
こ
で
、
信
頼
で
き
る

『

松
滋
県
志』

の
影
印
本
で
本
文
の

正
し
い
文
字
を
示
せ
ば
そ
れ
で
済
む
話
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
本
文
の
検
証

の
み
が
目
的
な
の
で
は
な
く
、
Ｕ
Ｆ
Ｏ
ビ
リ
ー
バ
ー
の
方
々
が
ど
の
よ
う
な
資
料

を
見
た
の
か
を
問
題
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
や
や
回
り
く
ど
い
説
明
と

な
る
点
ご
容
赦
を
願
い
た
い
。
私
が
こ
の
件
に
対
す
る
調
査
を
始
め
た
時
点
に
於

い
て
、N

A
C
SIS

目
録
や
漢
籍
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
で
検
索
し
得
た

『

松
滋
県
志』

は
次
の
三
種
で
あ
っ
た
。

『

松
滋
縣
志』

二
十
四
巻

陳
麟
・
丁
楚
�
等
纂
修
、
康
煕
三
十
五
年

(

一

六
九
六)

刻
乾
隆
印
本

(

以
下
、
康
煕
刻
本
と
言
う

(

９))

『

松
滋
縣
志』

十
二
巻
首
一
巻

呂
縉
雲
修
、
同
治
八
年

(

一
八
六
九)

刊

(

以
下
、
同
治
刊
本
と
言
う

(

�))

『

松
滋
県
志』

湖
北
省
松
滋
県
志
編
纂
委
員
会
編
、
一
九
八
六
年
刊(

以
下
、

八
六
年
本
と
言
う)

康
煕
刻
本
と
同
治
刊
本
と
は
年
代
も
離
れ
て
お
り
、
ま
た
内
容
的
に
も
同
治
刊
本

は
康
煕
刻
本
の
単
な
る
増
補
で
は
な
く
、
両
者
の
中
身
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。

八
六
年
本
は
現
代
語
で
書
か
れ
た
写
真
入
り
活
字
本
で
、
康
煕
刻
本
・
同
治
刊
本

の
よ
う
な
古
典
的
地
方
志
と
は
別
物
で
あ
る
。
も
う
お
気
付
き
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

光
緒
六
年

(

一
八
八
〇
年)

に
起
こ
っ
た
と
さ
れ
る
こ
の
事
件
が
、
そ
れ
よ
り
刊

年
の
早
い
康
煕
刻
本
・
同
治
刊
本
に
載
っ
て
い
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た

中
華
人
民
共
和
国
で
発
行
さ
れ
た
八
六
年
本
に
、
こ
の
よ
う
な
怪
談
じ
み
た
話
が

載
っ
て
い
る
可
能
性
は
低
い
。
Ｕ
Ｆ
Ｏ
ビ
リ
ー
バ
ー
の
方
の
記
す

｢

光
緒
六
年｣

と
い
う
年
代
が
誤
り
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
て
、
念
の
た
め
康
煕
刻
本
・
同
治
刊

本
・
八
六
年
本
の
全
て
に
目
を
通
し
て
見
た
の
だ
が
、
案
の
定
こ
の
覃
さ
ん
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
で
は
こ
の
話
、
Ｕ
Ｆ
Ｏ
ビ
リ
ー

バ
ー
の
方
々
は
ど
こ
か
ら
引
用
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
同
治
刊
本
と
八
六
年

本
と
の
間
に
第
四
の

『

松
滋
県
志』

が
あ
る
の
に
違
い
な
い
、
と
予
想
は
し
た
の

で
あ
る
が
、
当
初
は
検
索
し
て
も
ど
こ
に
も
出
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た

｢

神

奇｣
｢

異
事｣

の
項
目
を
含
む
の
は
古
典
的
地
方
志
の
形
式
な
の
で
、
清
末
か
、

遅
く
と
も
民
国
初
頭
の
刊
本
で
は
な
い
か
と
当
た
り
を
付
け
て
探
し
て
い
た
と
こ

ろ
、
か
な
り
経
っ
て
か
ら
中
華
民
国
二
十
六
年

(

一
九
三
七)

刊
行
の

『

松
滋
県

志』

が
あ
る
こ
と
を
地
方
志
目
録
で
知
っ
た
。
二
〇
〇
九
年
に
な
っ
て

『

北
京
師

範
大
学
図
書
館
蔵
稀
見
方
志
叢
刊
続
編』

が
刊
行
さ
れ
、
こ
れ
に
中
華
民
国
二
十

六
年
刊
の

『

松
滋
県
志』

を
や
っ
と
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

『

松
滋
縣
志』

十
巻

楊
伝
松
修
・
楊
洪
纂
・
熊
世
玉
閲
、
中
華
民
國
二
十

六
年

(

一
九
三
七)

鉛
印

(

以
下
、
民
国
本
と
言
う

(

�))

と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
本
の
巻
九

｢

雜
綴｣

の

｢

異
聞｣

の
条

に
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
。

も
ち
ろ
ん
私
が
こ
の
民
国
本
を
ど
う
い
う
過
程
を
経
て
見
つ
け
た
か
な
ど
、
ど

う
で
も
よ
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
ご
注
意
願
い
た
い
の
は
、
こ
の
民
国

本
『

松
滋
県
志』

は
我
が
国
で
は
も
ち
ろ
ん
、
中
国
で
も
そ
う
簡
単
に
見
ら
れ
る

本
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。『

北
京
師
範
大
学
図
書
館
蔵
稀
見
方
志
叢
刊
続
編』

の
収
め
る
民
国
本
の
解
題
に
は
、

根
據

『
中
國
地
方
志
聯
合
目
録』

、
是
志
僅
北
京
師
範
大
學
圖
書
館
有
藏
、

誠
海
内
孤
本
。
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(『

中
国
地
方
志
聯
合
目
録』

に
よ
れ
ば
、
こ
の
地
方
志
は
僅
か
に
北
京
師

範
大
学
図
書
館
に
所
蔵
が
あ
る
の
み
で
、
ま
こ
と
に
天
下
の
孤
本
で
あ
る
。)

と
あ
る
。
こ
の

｢

海
内
孤
本｣

と
い
う
の
を
信
ず
る
な
ら
ば
、
民
国
本
は
中
国
の

各
地
図
書
館
に
於
い
て
も
所
蔵
が
無
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
非
常

に
気
に
な
る
の
が
、
失
礼
な
が
ら
決
し
て
古
典
の
専
門
家
で
は
な
い
Ｕ
Ｆ
Ｏ
ビ
リ
ー

バ
ー
の
皆
さ
ん
が
、
一
体
ど
う
や
っ
て
こ
の
本
を
見
た
の
か
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

そ
こ
で
さ
ら
に
調
べ
て
み
る
と
、｢

海
内
孤
本｣

と
は
言
う
も
の
の
、
実
は
過
去

に
一
度
影
印
発
行
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

が
、

『

松
滋
縣
志』

民
国
本
、
上
下
册

松
滋
県
志
編
纂
委
員
会
�
公
室
翻
印
、

一
九
八
二
年
十
一
月

と
い
う
も
の
で
あ
る

(

図
１

(

�))

。
八
六
年
本
の
出
る
四
年
前
、
た
ぶ
ん
八
六
年
本

の
編
纂
事
業
に
伴
っ
て
当
地
で
影
印
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
、
詳
細
は
不
明
だ
が
、

底
本
に
使
用
さ
れ
た
の
は
北
京
師
範
大
学
図
書
館
所
蔵
本
で
は
な
く
、
地
元
で
所

蔵
さ
れ
て
い
た
本
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
洋
装
影
印
本
が
中
国
各

地
に
あ
る
程
度
出
回
り
、
そ
れ
を
Ｕ
Ｆ
Ｏ
ビ
リ
ー
バ
ー
の
誰
か
が
見
か
け
て
、
こ

れ
ぞ
Ｕ
Ｆ
Ｏ
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の
証
拠
だ
と
ば
か
り
に
飛
び
つ
き
、
何
ら
か
の
形

で
発
表
し
、
そ
れ
が
さ
ら
に
次
々
と
引
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と

が
想
像
で
き
る
。
で
は
最
初
に
こ
れ
を
Ｕ
Ｆ
Ｏ
事
件
と
し
て
採
り
上
げ
た
の
は
誰

な
の
か
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
現
在
調
査
中
で
あ
る
。

四
、『

松
滋
県
志』

｢

異
聞｣

の
本
文
に
つ
い
て

で
は
い
よ
い
よ
、『

北
京
師
範
大
学
図
書
館
蔵
稀
見
方
志
叢
刊
続
編』

に
よ
り
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問
題
の
本
文
を
確
か
め
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
該
当
箇
所
の
影
印
を
図
２
に
掲

げ
た
。
民
国
本

『

松
滋
県
志』

巻
九

｢

雜
綴｣

の

｢

異
聞｣

に
曰
く
、

西
岩
嘴
覃
某
、
田
家
子
也
。
光
緒
六
年
五
月
初
八
日
、
晨
起
、
信
�
往
屋
後

山
林
、
見
叢
薄
間
有
一
物
、
光
彩
異
常
、
五
色
鮮
艷
、
即
往
撲
之
、
忽
覺
身

自
飄
舉
、
若
在
雲
端
、
耳
邊
颯
颯
有
聲
、
精
神
�
眛
、
身
體
不
能
自
由
、
忽

然
自
高
墜
下
、
乃
一
峻
嶺
也
。
覃
某
如
夢
初
覺
、
驚
駭
非
常
、
移
時
來
一
樵

者
、
詢
之
、
答
曰
、
余
湖
北
松
滋
人
也
。
樵
者
�
曰
、
子
胡
為
乎
來
哉
、
此

貴
州
境
也
、
去
爾
處
千
餘
里
矣
。
指
其
途
徑
下
山
。
覃
丐
而
歸

(

�)

、
抵
家
已
逾

十
八
日
矣
。
究
不
知
所
見
爲
何
者
。
吁
、
異
矣
。

書
き
下
し
文
は
以
下
の
と
お
り
。

西
岩
嘴
の
覃
某
は
田
家
子
な
り
。
光
緒
六
年
五
月
初
八
日
、
晨あ

さ

起
き
て
、
�

む
に
信ま

か

せ
て
屋
後
の
山
林
に
往ゆ

き
、
叢
薄
間
に
一
物
の
、
光
彩
異
常
に
し
て
、

五
色
鮮
艷
た
る
有
る
を
見
る
。
即
ち
往
き
て
之
を
撲う

つ
に
、
忽こ
つ

と
し
て
身
か
ら
だ
の

自お
の
づ
から
飄
舉
す
る
を
覺
え
、
雲
端
に
在
る
が
若ご
と

く
、
耳
邊
に
颯さ
つ

颯さ
つ

と
し
て
聲

有
り
。
精
神
は
�

も
う

眛ま
い

と
し
て
、
身
體
は
自
み
づ
か
ら
由よ

る
能
あ
た
は
は
ず
。
忽
然
こ
つ
ぜ
ん

と
し
て
高

き
自よ

り
墜
下
す
る
に
、
乃
す
な
は
ち
一
峻
嶺
な
り
。
覃
某
夢
の
初
め
て
覺
む
る
が
如ご
と

く
、
驚
駭
す
る
こ
と
常
に
非あ
ら

ず
、
時
を
移
し
て
一
樵
者
來
り
、
之こ
れ

に
詢た
づ

ぬ
。

答
へ
て
曰
く
、
余
湖
北
松
滋
の
人
な
り
と
。
樵
者
の
�

さ
け

び
て
曰
く
、
子
胡な

為ん

乎ぞ

來
た
る
や
、
此こ
こ

は
貴
州
の
境
也
な
り
。
爾
な
ん
ぢ
の
處
と
こ
ろ
を
去
る
こ
と
千
餘
里
な
り

と
。
其
の
途
徑
の
下
山
す
る
を
指
す
。
覃
丐こ

ひ
て
歸
る
、
家
に
抵い
た

る
に
已す
で

に

十
八
日
を
逾こ

え
り
。
究つ
ひ

に
見
る
所
の
何
者
爲
る
か
を
知
ら
ず
。
吁あ
あ

、
異い

な
る

か
な
。

こ
れ
を
底
本
に
し
て
右
の
各
氏
の
記
述
を
比
較
す
る
に
、
次
の
よ
う
な
異
同
が
認

め
ら
れ
る
。

呂
氏

｢

光
緒
六
年
五
月
初
八
日｣

を
削
除
し
、
直
前
の
地
の
文
に

｢

光
緒
六
年
五

月
初
八
發
生
的
事｣

と
記
述
す
る
。

｢

西
岩
嘴｣

を

｢

西
岩
咀｣

に
作
る
。

｢

耳
邊｣

を

｢

耳
旁｣

に
作
る
。

｢

初
覺｣

を

｢

初
醒｣

に
作
る
。

｢

�
曰｣

を

｢

咋
曰｣

に
作
る
。

｢

境
也｣

を

｢

境
地｣

に
作
る
。

｢

〜
者
。
吁
、
異
矣
。｣

を

｢

〜
者
吁
。
異
矣
。｣

に
作
る
。
つ
ま
り
呂
氏
は

｢

吁｣

を

｢

あ
あ｣

と
い
う
感
嘆
詞
で
は
な
く
、
終
助
詞
だ
と
解
釈
し
て

お
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

張
氏

｢

初
八
日｣

を

｢

初
八｣

に
作
る
。

｢

西
岩
嘴｣

を

｢

西
岩
咀｣

に
作
る
。

｢

即
往
撲
之｣

を

｢

即
往
捕
之｣

に
作
る
。

｢

耳
邊｣

を

｢

耳
旁｣

に
作
る
。

｢

初
覺｣

を

｢

初
醒｣

に
作
る
。

｢

樵
者
�
曰｣

を

｢

樵
夫
詫
曰｣

に
作
る
。

｢

境
也｣

を

｢

境
�｣

に
作
る
。

｢

究
不
知
〜｣

以
下
を
省
略
。

我
々
の
底
本
と
す
べ
き
は
影
印
本
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
民
国
本
は
そ
の
後
再
版

や
改
訂
が
行
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
の
で
、
こ
れ
を
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
考
え
て
よ
い
。

こ
れ
に
対
す
る
各
氏
の
異
同
は
、
意
図
し
た
省
略
を
除
け
ば
、
全
て
単
な
る
書
き

誤
り
の
類
と
見
な
し
て
問
題
な
か
ろ
う
。
Ｕ
Ｆ
Ｏ
ビ
リ
ー
バ
ー
の
皆
さ
ん
の
引
用
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文
を
あ
ま
り
信
用
し
て
は
な
ら
な
い
所
以
で
あ
る
。｢

西
岩
嘴｣

と

｢

西
岩
咀｣

に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
他
の
異
同
に
つ
い
て
は
、
ど
う
も
張
氏
が
呂
氏
の
文
字

を
引
き
写
し
た
感
が
強
い
。

さ
て
問
題
の
、
覃
氏
が

｢

寄
り
か
か
っ
た｣

の
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
に
つ
い

て
は
、
正
解
は
本
文
が

｢

即
往
撲
之｣

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
張
氏
は
引
用

文
自
体
を

｢

捕｣
に
誤
っ
て
い
る
。
こ
れ
は

｢

撲｣

の
発
音
が

｢

p�｣

、｢

捕｣

の

発
音
が

｢

ｂ�ｕ｣

で
、
発
音
が
似
て
い
る
た
め
書
き
間
違
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ

と
思
う
。
と
こ
ろ
が
張
氏
は
こ
の
誤
字
に
基
づ
い
て
、
覃
さ
ん
が
こ
の
未
確
認
飛

行
物
体
を
捕
ま
え
よ
う
と
し
た
、
し
が
み
つ
い
た
、
と
い
う
話
を
延
々
と
な
さ
っ

て
い
る
。
例
え
ば
、

筆
者
按：

這
是
中
國
正
史
上
最
具
代
表
性
的｢

不
明
飛
行
物｣

事
件
、
雖
然
、

嚴
格
的
�
當
事
人
並
非
被
外
星
人
計
畫
性
的
�
架
、
而
是
主
動
去
捕
捉

｢

不

明
飛
行
物｣

、
不
料
卻
反
而
意
外
的
被
帶
往
空
中
。
以
當
時
中
國
的
科
學
發

展
�
況
、
及
當
事
人
農
夫
的
身
分
與
智
識
水
準
、
他
沒
有
加
上
神
鬼
妖
怪
的

�
法
、
反
而
據
實
的
�
出
自
己
被

｢

不
明
飛
行
物｣

帶
往
空
中
、
落
于
五
、

六
百
公
里
的
�
一
省
�
、
更
�
加
了
事
件
的
真
實
性
、
非
常
具
有
參
考
及
探

討
的
價
�：

(

筆
者
の
按
ず
る
に
、
こ
れ
は
中
国
の
正
史
に
於
け
る
代
表
的
な

｢

未
確
認

飛
行
物
体｣

事
件
で
あ
る
。
厳
密
に
は
こ
の
当
事
者
は
宇
宙
人
に
よ
り
計

画
的
に
誘
拐
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
自
分
か
ら

｢

未
確
認
飛
行
物
体｣

を

捕
捉
し
よ
う
と
し
、
偶
然
に
図
ら
ず
も
空
中
に
連
れ
て
行
か
れ
た
の
で
は

あ
る
の
だ
が
。
し
か
し
彼
は
神
奇
妖
怪
と
い
う
説
明
を
加
え
て
は
お
ら
ず
、

逆
に
事
実
に
基
づ
い
て
自
分
が｢

未
確
認
飛
行
物
体｣

に
連
れ
て
行
か
れ
、

五
〜
六
〇
〇
キ
ロ
の
他
の
省
に
落
ち
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
当
時
の
中
国
の
科
学
の
発
達
状
況
と
、
本
人
の
農
民
と
い
う
身
分

と
知
識
水
準
か
ら
見
て
、
事
件
の
真
実
性
を
高
め
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ

に
基
づ
い
て
研
究
す
る
だ
け
の
価
値
を
有
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。)

な
ど
と
あ
る
。
し
か
し
覃
さ
ん
が
謎
の
物
体
を

｢

捕
ま
え
よ
う
と
し
た｣

と
い
う

こ
う
し
た
議
論
は
全
て
、
張
氏
自
身
の

｢

捕｣

と
い
う
誤
字
に
基
づ
い
た
も
の
で

あ
る
点
、
ま
こ
と
に
痛�

い�

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

一
方
呂
氏
は
本
文
の
引
用
を

｢

撲｣

と
正
し
く
書
き
つ
つ
、
こ
れ
を

｢

接
近｣

と
口
語
訳
な
さ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
呂
氏
は｢

撲｣

を｢

近
づ
く｣

と
解
釈
な
さ
っ

た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
や
や
説
明
を
要
す
る
。
中
国
語
の
最
も
権
威

あ
る
辞
書
で
あ
る

『

漢
語
大
字
典』

は
こ
の

｢

僕｣

に

｢

打
・
撃｣

と

｢

用
力
向

前
沖
・
全
身
伏
向｣

と
い
う
意
味
を
掲
載
し
て
お
り
、
ま
た
同
様
に
権
威
あ
る

『

漢
語
大
詞
典』

も

｢

打
・
撃｣

と

｢

向
前
猛
沖
・
全
身
伏
向｣

の
両
方
の
意
味

を
掲
載
し
て
い
る
。
簡
単
に
言
え
ば
、｢

撲｣

は
文
語
で
は

｢

打
つ
・
叩
く｣

の

意
で
あ
り

(

つ
ま
り

｢

打
撲｣

の
撲)

、
口
語
で
は

｢

突
進
す
る
、
突
っ
込
む｣

の
意
で
用
い
ら
れ
る

(

例
え
ば
中
国
語
で

｢

撲
地｣

と
言
え
ば
地
面
に
突
っ
伏
す

こ
と)

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
中
国
語
話
者
の
友
人
に

『

松
滋
県
志』

の
こ

の
部
分
を
読
ん
で
も
ら
っ
て
み
た
と
こ
ろ
、
皆
一
様
に

｢

突
進
す
る｣

の
意
だ
と

読
ん
で
い
た
。
先
程
の
王
氏
が

｢

寄
り
か
か
る｣

と
訳
し
て
お
ら
れ
た
の
も
こ
の

｢

向
前
猛
沖
・
全
身
伏
向｣

、
つ
ま
り
前
に
向
か
っ
て
飛
び
か
か
る
と
い
う
こ
と
か

ら
出
て
き
た
訳
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。｢

寄
り
か
か
る｣

と
言
っ
て
も

｢

し
な

だ
れ
か
か
る｣

よ
う
な
寄
り
か
か
り
方
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
ら
し
い
。

し
か
し
な
が
ら
私
は
こ
こ
は

｢

打
つ
・
叩
く｣

で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

そ
の
根
拠
は
、
こ
の
地
方
志『

松
滋
県
志』

は
こ
の｢

異
聞｣

の
条
は
も
ち
ろ
ん
、

書
物
全
体
も
文
語
で
書
か
れ
て
お
り
、
こ
こ
だ
け
を
口
語
で
解
釈
す
る
の
は
不
自
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然
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
や
は
り
文
語
の

｢

打
つ
・
叩
く｣

が
よ
か
ろ
う
。

つ
ま
り
覃
さ
ん
は
、
こ
の
奇
妙
な
光
を
見
て
、
不
審
に
思
っ
て
手
で
ぽ
ん
と
叩
い

て
み
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
な
ら
不
思
議
な
光
る
物
体
を
見
た
人

間
の
と
る
行
動
と
し
て
あ
り
得
る
こ
と
だ
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
は
、
こ
の
光
る
物

体
が
人
間
を
搭
乗
さ
せ
ら
れ
る
ほ
ど
に
大
き
な
も
の
で
は
な
く
、
手
で
ぽ
ん
ぽ
ん

と
叩
く
と
い
う
程
度
の
大
き
さ
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。

五
、
オ
カ
ル
ト
的
解
釈
に
対
す
る
疑
問

以
上
で
や
っ
と
、『

松
滋
県
志』

｢
異
聞｣

の
本
文
が
確
定
し
、
Ｕ
Ｆ
Ｏ
ビ
リ
ー

バ
ー
に
よ
る
引
用
上
の
問
題
点
が
整
理
で
き
た
。
い
よ
い
よ
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を

ど
う
解
釈
す
る
か
と
い
う
問
題
に
進
ん
で
行
こ
う
。
覃
さ
ん
の
身
の
上
に
は
一
体

何
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

今
調
べ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
け
を
見
る
な
、
そ
の
前
後
も
必
ず
見
よ
、
と
い
う
の

は
授
業
や
ゼ
ミ
で
学
生
に
よ
く
言
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
覃
さ
ん
の
話
だ
け

を
見
て
い
て
は
ダ
メ
な
の
で
あ
る
。
で
は
そ
の
基
本
を
押
さ
え
て
、
ま
ず
本
書
全

体
の
構
成
か
ら
見
て
行
こ
う
。
民
国
本

『

松
滋
県
志』

、
封
面
と
内
題
に
続
い
て

｢

中
華
民
國
二
六
年
元
月
吉
日
付
印｣

(

民
国
二
六
年
は
一
九
三
七
年)

と
あ
る
。

巻
頭
に
は

｢

中
華
民
國
二
五
年
十
二
月

松
滋
縣
長
王
旭

敘
於
縣
政
府｣

と
い

う

｢

松
滋
県
志
序｣

が
置
か
れ
て
お
り
、
次
に

｢

新
修
松
滋
県
志
題
名｣

と
し
て

編
纂
に
関
わ
っ
た
人
々
の
名
簿
が
置
か
れ
て
い
る
。
全
体
の
章
立
て
は
次
の
如
し
。

松
滋
縣
志
序

新
修
松
滋
縣
志
題
名

松
滋
縣
志
序
例

圖
目

古
蹟
風
景
照
片

(

�)

松
滋
縣
全
圖

松
滋
縣
略
圖

松
滋
縣
堤
�
全
圖

松
滋
縣
縣
城
圖

(

�)

松
滋
縣
志
目
録

(

�)

巻
一

記
事

巻
二

輿
地

巻
三

政
典

巻
四

職
業

巻
五

風
俗

巻
六

方
言

巻
七

人
物
上

巻
八

人
物
下

巻
九

雜
綴

巻
十

修
志
本
末

附
跋

ご
覧
の
と
お
り
、
本
書
巻
頭
に
は
地
図
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
誰
し
も
気
に
な
る

の
は
、
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る｢

西
岩
嘴｣

と
い
う
場
所
が
こ
の
地
図
に
載
っ

て
い
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
残
念
な
が
ら
ど
の
地
図
を
見
て
も

｢

西

岩
嘴｣
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
但
し

｢

嘴｣

の
字
の
付
い
た
場
所
は
存
在
し
て

い
る
。
こ
の
地
方
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、｢

〜
嘴｣

は
し
ば
し
ば
嘴
く
ち
ば
し

の

よ
う
に
突
出
し
た
地
形
に
用
い
ら
れ
る
地
名
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
地
図
に
は

｢

〜
咀｣

と
い
う
地
名
も
幾
つ
か
見
え
て
い
る
。｢

咀｣

は

｢

嘴｣

の
異
体
字
と
考
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え
て
よ
い
。

先
程
、
呂
氏
が

｢

西
岩
嘴�｣

を

｢

西
岩
咀�｣

に
作
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
に
触
れ

た
が
、
こ
の
点
つ
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、
呂
氏
が
う
っ
か
り
書
き
間
違
え
た
か
、

或
い
は
意
図
し
て
異
体
字
の

｢

咀｣

を
用
い
た
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。
県
志

の
地
図
に
は

｢
〜
嘴｣

｢

〜
咀｣

の
ど
ち
ら
も
見
え
て
い
る
の
だ
か
ら
ど
ち
ら
で

も
よ
い
、
と
言
え
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か
し
地
図
上
で
は
場
所
に
よ
っ
て

｢

嘴｣

と｢

咀｣

が
区
別
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る

(

�)

。
な
ら
ば
、
問
題
と
な
っ

て
い
る
本
文
が
あ
く
ま
で

｢
西
岩
嘴�｣

で
あ
る
以
上
は
、
わ
ざ
わ
ざ

｢

咀｣

に
す

る
必
要
も
な
か
ろ
う
。

さ
て
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
話
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
は
巻
九

｢

雑
綴｣

の
中
の

｢

異
聞｣

と
い
う
条
目
で
あ
る
。
巻
九

｢

雑
綴｣

に
含
ま
れ
る
条
目
は
以

下
の
如
く
で
あ
る
。

古
蹟

(

塚
墓
附)

祠
祀

藩
封

公
廨

街
衢

軼
事

異
聞

増
補

こ
の

｢

異
聞｣

と
は
不
思
議
な
話
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
あ
る
意
味

こ
こ
に
こ
う
い
う
話
が
載
っ
て
い
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。｢

異
聞｣

以
外

の
条
目
は
極
々
普
通
の
記
事
で
あ
り
、
オ
カ
ル
ト
じ
み
た
話
は
当
然
載
っ
て
い
な
い
。

こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
話
が
載
っ
て
い
る
こ
と
を
あ
ま
り
大

袈
裟
に
考
え
な
い
方
が
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
正
式
な
地
方
志
が

い
い
加
減
な
話
を
載
せ
て
い
る
は
ず
が
な
い
、
わ
ざ
わ
ざ
掲
載
し
て
い
る
の
は
よ

ほ
ど
の
こ
と
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
、
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
な
の

だ
。
沿
革
・
地
勢
・
産
業
・
人
物
な
ど
に
な
ら
ん
で
、
そ
の
土
地
に
関
わ
る
様
々

な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
掲
載
す
る
の
は
、
あ
る
意
味
古
典
的
形
式
の
地
方
志
の
パ
タ
ー

ン
通
り
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
当
然
、
不
思
議
な
話
や
民
話
・
伝
説
も
含
ま
れ

る
。
現
代
の
市
町
村
史
に
も
土
地
の
民
話
や
伝
説
は
掲
載
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

岡
山
県
の
歴
史
書
に
桃
太
郎
に
関
す
る
こ
と
が
掲
載
さ
れ
て
い
て
も
、
直
ち
に
桃

太
郎
が
実
在
の
人
物
で
あ
る
と
は
言
え
ま
い
。
先
程
の
張
氏
が
地
方
志
も
正
史
に

入
る
と
無
理
矢
理
主
張
な
さ
っ
て
い
た
の
も
、
地
方
志
の
史
料
と
し
て
の
権
威
を

高
め
よ
う
と
し
て
の
こ
と
だ
っ
た
よ
う
だ
が
、
そ
の
史
料
が
公
式
な
も
の
で
あ
る

こ
と
と

｢

異
聞｣

の
真
実
性
と
は
ま
た
別
の
話
な
の
だ
。

続
い
て
、
こ
の

｢

異
聞｣

の
内
容
を
見
て
み
よ
う
。｢

異
聞｣

に
収
録
さ
れ
た

不
思
議
な
話
は
全
部
で
七
つ
。
そ
れ
ぞ
れ
の
末
尾
に
は
、
そ
の
話
の
典
拠
が
割わ

り

注ち
ゆ
うの
形
式
で
注
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
割
注
の
文
言
を
列
挙
す
る
な
ら
ば
次
の
如

く
で
あ
る

(

番
号
及
び
傍
線
は
明
木
に
よ
る)

。

１
、
南
史
齊
始
興
王
鑑
傳

(

�)

２
、
談
藪

(

�)

３
、
録
異
記

(

�)

４
、
夢
溪
筆
談

(

�)

５
、
段
成
式
酉
陽
雜
俎

(

�)

。
按
太
和
爲
唐
文
宗
年
號

(

�)

。

６
、
覃
現
鳳
采
訪
。

７
、
裴
指
南
采
訪
。
此
地
乃
裴
氏
所
有
地
。

傍
線
部
の

｢

采
訪｣
と
は
取
材
、
聞
き
取
り
調
査
の
意
。
一
見
し
て
お
分
か
り
で
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あ
ろ
う
。
こ
こ
に
収
録
さ
れ
て
い
る
七
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
内
、
五
つ
は
古
典
文

献
か
ら
の
引
用
、
残
り
二
つ
は
県
志
の
作
成
に
際
し
て
現
地
で
取
材
し
て
き
た
話

だ
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
古
典
文
献
の
中
か
ら
当
地
に
関
連
す
る
話
を
探

し
て
き
て
収
録
す
る
の
は
、
あ
る
意
味
古
典
的
形
式
の
地
方
志
の
典
型
で
あ
る
。

こ
の
地
方
に
も
、
古
典
作
品
か
ら
松
滋
県
に
関
す
る
記
述
を
探
し
て
来
る
程
の
学

の
あ
る
人
物
が
ち
ゃ
ん
と
い
た
、
と
い
う
点
は
さ
す
が
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

問
題
は
残
る
二
つ
の

｢
采
訪｣

さ
れ
て
来
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
覃
さ
ん
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
右
の
番
号
で
６
番
の
話

で
あ
る
。
さ
て
こ
こ
で
皆
さ
ん
、
お
気
付
き
だ
ろ
う
か
。
こ
の
采
訪
し
た
人
物
の

姓
名
は

｢

覃
現
鳳｣

で
あ
る

(

図
３)
。
彼
の
名
前
は

『

松
滋
県
志』

巻
頭
の

｢

新
修
松
滋
県
志
題
名｣

(

編
纂
関
係
者
名
簿)
の

｢

采
訪｣

の
と
こ
ろ
に
も
載
っ

て
い
る

(

図
４)

。
そ
し
て
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
於
い
て
不
思
議
な
体
験
を
し
た

主
人
公
も｢

覃
某｣

で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
同
姓
な
の
で
あ
る
。
田
舎
で
同
姓
と
は
、

親
戚
で
あ
っ
た
可
能
性
も
高
い
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
組
織
的
に
広
く
取
材
・
調
査

し
て
得
ら
れ
た
情
報
か
ら
選
ん
だ
の
で
は
な
く
、
単
に
身
内
か
ら
聞
い
た
話
を
載

せ
た
だ
け
、
と
い
う
事
情
が
想
像
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
推
測
を
助
け
る
の
は
も
う
一
つ
の
采
訪
に
よ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

｢

裴
指
南
采
訪｣

の
７
番
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ

(

図
５)

。
本
文
は
次
の
如
し
。

縣
南
求
雨
岡
北
里
許
有
廟
嘴
山
、
山
下
有
泉
、
來
源
甚
長
、
某
年
流
出
船
橈

一
隻
、
上
刻
四
川
字
、
里
中
遂
以
此
泉
通
四
川
也
。
農
人
以
其
水
冷
侵
苗
、

用
土
封
之
、
現
淤
田
二
三
畝
。
民
國
乙
丑
年
、
大
旱
、
堤
港
龜
�
、
數
十
里

無
水
可
汲
、
此
地
忽
有
澄
水
涓
涓
、
晝
夜
不
竭
、
形
成
一
潭
、
深
丈
許
、
可

供
地
方
千
百
人
之
飲
、
亦
異
事
也
。

書
き
下
し
文
は
以
下
の
と
お
り
。

縣
南
の
求き

う

雨う

岡か
う

の
北
の
里
許ば
か

り

(

�)

に
廟べ
う

嘴し

山さ
ん

有
り
。
山
の
下
ふ
も
と
に
泉
有
り
、
來
源

甚は
な
はだ
長
し
。
某
年
船せ
ん

橈ぜ
う

一
隻

(

�)

の
流
出
す
。
上
お
も
て
に
四
川
の
字
を
刻
め
ば
、
里
中

遂つ
ひ

に
此
の
泉
は
四
川
に
通
ず
る
と
以な

す
な
り
。
農
人
其
の
水
の
冷
た
く
苗
を

侵
す
を
以も

つ

て
、
土
を
用
ゐ
て
之こ

れ

を
封
ず
。
現い

ま

田
の
二
三
畝ほ

を
淤ふ

さ(

�)ぐ
。
民
國
乙お

つ
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丑ち
う

の
年

(

中
華
民
國
十
四
年
、
一
九
二
五
年)

、
大だ
い

旱か
ん(

�)

あ
り
、
堤
港
は
龜き

�
た
く(

�)し
、
數
十
里
に
水
の
汲く

む
べ
き
無
き
も
、
此
の
地
は
忽
と
し
て
澄
水
の
涓け
ん

涓け
ん(

�)た
る
有
り
、
晝ち
う

夜や

竭つ

き
ず
、
一
潭た
ん

を
形
成
す
。
深
き
こ
と
丈
許
ば
か
り(

�)に
し
て
、

地
方
の
千
百
人
の
飲
に
供
す
べ
し
。
亦ま

た

異
事
な
り
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
廟
嘴
山
の
麓
に
あ
っ
た
泉
か
ら

｢

四
川｣

の
文
字
を
刻
ん
だ

船
の
櫂か

い

が
流
れ
出
た
、
村
人
は
こ
の
泉
が
四
川
に
通
じ
て
い
る
ん
だ
と
思
っ
た
、

そ
し
て
大
干か

ん

魃ば
つ

が
あ
っ
た
年
に
も
こ
の
泉
は
涸
れ
ず
人
々
に
水
を
供
し
た
、
と
い

う
話
で
あ
る
。
特
に
怪
奇
な
現
象
が
起
こ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
が
、
一
種

の
不
思
議
と
し
て
記
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
文
末
の
割
注
に
、

裴
指
南
采
訪
。
此
地
乃
裴
氏
所
有
地

(

裴
指
南
采
訪
す
。
此
の
地
は
乃
ち
裴
氏
の
所
有
の
地
な
り)

と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
ご
注
目
願
い
た
い

(
図
６)

。
つ
ま
り
こ
れ
も
、
采
訪

者
自
身
の
家
の
所
有
地
に
あ
る
泉
の
話
な
の
で
あ
り
、
や
は
り
身
内
か
ら
提
供
さ

れ
た
内
輪
の
話
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
話
が
突
然
卑
近
な
も
の
に
見
え

て
く
る
気
が
す
る
。
摩
訶
不
思
議
な
超
常
現
象
、
と
言
う
よ
り
は
、
編
集
の
過
程

で
古
典
文
献
中
の
ご
当
地
ネ
タ
だ
け
で
は
な
く
、
幾
つ
か
現
在
の
話
も
入
れ
て
お

こ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
と
り
あ
え
ず
身
近
な
と
こ
ろ
で
編
集
者
自
身
の
身
内

の
話
を
そ
の
ま
ま
書
き
入
れ
た
、
と
い
う
の
が
意
外
と
実
情
な
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
少
な
く
と
も
、
組
織
的
に
く
ま
な
く
取
材
し
て
収
集
さ
れ
た
話
に
は
と
て
も

見
え
な
い
。
覃
某
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
つ
い
て
は
既
に
詳
し
く
論
じ
た
が
、
こ
の
裴

氏
の
泉
の
話
に
し
て
も
不
審
な
点
は
あ
る
。
地
下
水
脈
が
四
川
か
ら
続
い
て
い
て

こ
の
泉
が
旱
魃
の
時
に
も
涸
れ
ず
に
水
が
湧
き
出
て
い
た
と
い
う
話
な
ら
ま
だ
分

か
る
が
、
船
の
櫂
が
途
中
で
引
っ
か
か
る
こ
と
も
な
く
流
れ
て
来
る
ほ
ど
に
太
い

水
路
が
地
下
を
ず
っ
と
通
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
も
現
実
に
は
考
え
に
く
い
。
ま

た
櫂
に

｢

四
川｣

と
刻
ん
で
あ
っ
た
と
言
う
が
、
櫂
に
住
所
や
名
前
を
書
く
と
す

れ
ば
そ
れ
は
近
所
で
紛
失
し
た
時
に
持
ち
主
が
分
か
る
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
ろ

う
。
そ
こ
に
い
き
な
り｢

四
川｣

省
と
書
く
も
の
だ
ろ
う
か
。
尤
も
、
実
際
は
も
っ

と
細
か
い
地
名
が
書
か
れ
て
い
て
、
調
べ
て
み
た
ら
そ
れ
が
四
川
省
の
地
名
だ
っ

た
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か
し
本
文
に
は
あ
く
ま
で

｢

上
刻
四

川
字｣

と
書
い
て
あ
る
。
結
局
、
こ
の
二
つ
の
話
は
い
ず
れ
も
額
面
通
り
そ
の
ま

ま
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

中
華
民
国
に
入
っ
て
か
ら
編
ま
れ
た

『

松
滋
県
志』

。
そ
の
巻
五

｢

風
俗｣

に

は
、｢

悪
習｣

と
か

｢

迷
信｣

と
い
っ
た
条
目
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
近

代
的
な
考
え
方
の
芽
生
え
を
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
た
だ
一
方
で
は
、
全
体
の

構
成
は
伝
統
的
な
地
方
志
の
体
裁
に
則
っ
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
り
、
民
話

や
俗
話
に
類
す
る
よ
う
な
非
科
学
的
な
話
も
決
し
て
切
り
捨
て
よ
う
と
は
せ
ず
、

項
目
を
立
て
て
い
る(

ち
な
み
に
八
六
年
本
に
は
そ
の
よ
う
な
項
目
は
一
切
な
い)

。

し
か
し

｢

異
聞｣

の
中
心
は
あ
く
ま
で
古
典
文
献
に
残
る
ご
当
地
の
話
な
の
で
あ

る
。
采
訪
に
よ
り
得
ら
れ
た
現
代
の
話
は
あ
る
意
味
オ
マ
ケ
の
よ
う
な
も
の
で
、

編
集
者
が
身
内
の
噂
話
を
持
ち
寄
る
こ
と
で

｢

異
聞｣

に
一
応
の
体
裁
を
整
え
た

に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
見
方
も
可
能
で
あ
る
。
覃
さ
ん
が
持
ち
寄
っ
た
覃
さ
ん
の

話
、
裴
さ
ん
が
持
ち
寄
っ
た
裴
家
の
泉
の
話
は
、
意
外
と
そ
ん
な
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

こ
の
覃
さ
ん
の
事
件
が
起
こ
っ
た
の
が
光
緒
六
年

(

一
八
八
〇
年)

、
そ
し
て

『

松
滋
県
志』

の
刊
行
が
民
国
二
十
六
年

(

一
九
三
七
年)

で
あ
る
。
但
し
こ
れ

は
資
金
不
足
な
ど
の
た
め
に
遅
れ
た
結
果
で
あ
り
、
民
国
十
八
年

(

一
九
二
九)

に
は
基
本
的
に
編
集
は
一
度
終
了
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る

(

�)

。
す
る
と
、
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事
件
か
ら
出
版
ま
で
の
タ
イ
ム
ラ
グ
は
五
十
年
ほ
ど
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
覃
さ

ん
が
伝
え
た
覃
さ
ん
の
話
は
、
親
か
祖
父
の
世
代
の
話
だ
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
若
い
頃
の
話
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
敢
え
て
悪
意
あ
る
妄

想
を
開
陳
す
る
な
ら
ば
、
十
八
日
も
の
間
家
を
留
守
に
し
て
し
ま
っ
た
覃
さ
ん
が
、

怒
っ
た
奥
さ
ん
か
ら
問
い
詰
め
ら
れ
た
挙
げ
句
、
口
か
ら
出
任
せ
に
不
思
議
な
光

を
見
て
千
里
の
彼
方
ま
で
飛
ば
さ
れ
た
と
い
う
話
を
で
っ
ち
上
げ
た
、
そ
れ
か
ら

何
年
も
経
っ
て
、
折
し
も
県
志
の
編
集
を
手
伝
っ
て
い
た
親
戚
が
そ
の
話
を
真
に

受
け
て
、
こ
れ
幸
い
と
県
志
に
載
せ
て
し
ま
っ
た
、
或
い
は
西
岩
嘴
付
近
で
語
り

継
が
れ
て
い
た
こ
の
話
を
、
与
太
話
と
知
り
な
が
ら
民
話
と
し
て
載
録
し
て
お
い

た
、
そ
ん
な
可
能
性
も
な
い
訳
で
は
な
い
。｢

覃
某｣

と
本
名
が
ぼ
か
さ
れ
て
い

る
の
も
、
同
時
代
或
い
は
近
い
時
代
の
実
在
の
人
物
に
配
慮
し
た
表
記
だ
っ
た
と

考
え
れ
ば
辻
褄
が
合
う
。

ご
注
意
願
い
た
い
。
こ
の
意
地
悪
な
解
釈
と
、
覃
さ
ん
は
宇
宙
人
に
よ
っ
て
運

ば
れ
た
と
い
う
解
釈
と
、
実
は
双
方
の
確
か
ら
し
さ
に
大
差
は
な
い
。
想
像
の
域

を
出
な
い
と
い
う
点
で
は
同
じ
な
の
で
あ
る
。
否
、
宇
宙
人
よ
り
よ
ほ
ど
あ
り
得

る
話
だ
と
言
っ
て
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
右
に
挙
げ
た
王
氏
は
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

に
つ
い
て｢

言
う
ま
で
も
な
く
、
覃
氏
が
出
会
っ
た
の
は
、
空
飛
ぶ
円
盤
だ
ろ
う｣

と
書
い
て
お
ら
れ
た
。
い
や
、｢

言
う
ま
で
も
な
く｣

と
言
え
る
の
は
、
既
存
の

Ｕ
Ｆ
Ｏ
説
話
を
そ
の
ま
ま
信
じ
て
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
を

信
じ
て
い
な
い
人
間
か
ら
す
れ
ば

｢

言
う
ま
で
も
な
く｣

な
ど
と
は
と
て
も
言
え

な
い
。
む
し
ろ
こ
の

｢

采
訪｣

に
よ
る
二
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
は
、
地
元
の
人
た

ち
が
協
力
し
て
知
恵
を
出
し
合
っ
て
行
っ
た
編
集
作
業
の
様
子
が
垣
間
見
え
る
よ

う
な
気
が
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
大
切
な
の
は
、
思
い
込
み
を
排
し
、
ま
ず
原
文

を
正
確
に
読
み
、
周
辺
の
事
情
も
確
か
め
つ
つ
、
様
々
な
角
度
か
ら
合
理
的
に
解

釈
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
宇
宙
人
の
出
番
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
ロ
マ
ン
が

な
い
な
ど
と
が
っ
か
り
す
る
必
要
は
な
い
。
こ
の
話
は
、
宇
宙
人
な
ど
持
ち
出
さ

ず
と
も
十
分
に
面
白
い
の
で
あ
る
。

中
国
の
Ｕ
Ｆ
Ｏ
ビ
リ
ー
バ
ー
の
間
で
は
広
く
知
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
未
だ
客

観
的
な
検
証
の
十
分
行
わ
れ
て
い
な
い
事
件
は
こ
れ
以
外
に
も
た
く
さ
ん
あ
る
。

今
後
も
調
査
を
続
け
て
行
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

既
出
一
覧

古
代
中
国
に
Ｕ
Ｆ
Ｏ
は
飛
来
し
て
い
た
か
？

―
古
典
文
献
の
基
本
的
な
使
い
方
か
ら
の
考
察

其
一

中
京
大
学
教
養
部

『

教
養
論
叢』

第
�
巻
４
号

(

二
〇
〇
二
年)

一
、
諸
葛
孔
明
の
死
に
際
し
て
現
れ
た
Ｕ
Ｆ
Ｏ
？

―

『

晋
陽
秋』

と

『

三
国

志』
『

晋
書』

『

宋
書』

二
、
南
京
で
目
撃
さ
れ
た
Ｕ
Ｆ
Ｏ
の
図
？

『

呉
友
如
画
宝』

｢

赤
�
騰
空｣

其
二

中
京
大
学
文
化
科
学
研
究
所

『

文
化
科
学
研
究』

第
�
巻
２
号

(

二
〇
〇
二)

三
、
貝
の
化
け
物
？
Ｕ
Ｆ
Ｏ
？

『

夢
渓
筆
談』

｢

異
事｣

四
、
蘇
東
坡
の
目
撃
し
た
Ｕ
Ｆ
Ｏ
？

蘇
軾

｢

遊
金
山
寺｣

詩

其
三

中
京
大
学
文
化
科
学
研
究
所

『

文
化
科
学
研
究』

第
�
巻
１
号

(

二
〇
〇
四)

五
、
南
京
で
目
撃
さ
れ
た
光
の
正
体
は
何
だ
っ
た
の
か
？

『

呉
友
如
画
宝』

｢

赤
�
騰
空｣
続
考
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其
四

中
京
大
学
文
化
科
学
研
究
所

『

文
化
科
学
研
究』

第
�
巻
２
号

(

二
〇
〇
五)

六
、
異
星
人
の
も
た
ら
し
た
中
国
超
古
代
科
学
文
明
？

丁
振
宗
著

『

破
解

《
山
海
経
》』

注

(

１)

王
矛
・
王
敏
共
著

『
中
国
文
化
故
事
物
語』

原
書
房

一
九
九
〇
年
。

(

２)

�｢

古
代
中
国
に
Ｕ
Ｆ
Ｏ｣

一
五
七
頁
。

(

３)

呂
応
鐘

(

一
九
四
八
〜)
、
台
湾
宜
蘭
の
人
。
台
湾
飛
�
学
研
究
会
理
事
で
、
台

湾
飛
�
研
究
教
父
と
称
せ
ら
れ
る
。
著
作
多
数
。
近
年
で
は
Ｕ
Ｆ
Ｏ
以
外
に
医
療

系
似
非
科
学
の
著
作
が
あ
る
。

(

４)

呂
応
鐘

『

Ｕ
Ｆ
Ｏ
五
千
年

外
星
人
考
古
學』

(

日
臻
出
版
社
、
一
九
九
七)

。

外
星
人
は
異
星
人
の
意
。

(

５)

二
二
一
頁
。

(

６)

但
し
著
者
名
が

｢

佚
名｣

(

作
者
不
明)

に
な
っ
て
い
る
も
の
が
あ
っ
て
笑
え
る

が
、
中
身
は
確
か
に
呂
氏
の
文
章
で
あ
る
。

(

７)
｢

中
国
正
史
の
中
の
空
飛
ぶ
円
盤
誘
拐
事
件

一
八
八
〇
年
湖
北
省
松
滋
県
の
空

飛
ぶ
円
盤
誘
拐
事
件
研
究｣

。
張
開
基
氏
は

｢

台
湾
飛
�
学
研
究
会｣
会
員
。
こ
の

文
章
は
本
来
同
会
の
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
が
、
サ
イ
ト
の
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
に
伴
い
現
在
は

｢

新
客
星
站｣

(http://w
w
w
.thinkerstar.com

/thin
k

ers/inebriate/cn1880.htm
l)

に
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

(

８)

張
氏
の
原
文
は
以
下
の
如
し
。

一
、
現
代
可
載
人
的
飛
機
是
一
九
三
〇
年
英
國
�
特
兄
弟
發
明
的
、
所
以
這
件

1880

年
發
生
在
中
國
境
�
的

｢

飛
�
�
架
疑
案｣

的
當
時
、
世
界
上
還
沒
有
任
何

由
人
類
發
明
的
快
速
可
載
人
飛
行
物
、
中
國
當
然
也
不
會
有
。

二
、
根
據
原
文
記
載
中
的
描
述
、
這
位
當
事
人
可
能
沒
有
進
入

｢

不
明
飛
行
物｣

的
�
部
、
只
是
附
在
外
面
而
被
意
外
的
帶
上
了
高
空
、
究
竟
他
是
被

｢

勾｣

住
或

被
某
種
力
量

｢

吸｣

住
、
或
者
是
當
事
人
自
己
以
雙
手
抓
住
了

｢

不
明
飛
行
物｣

的
某
些
突
出
物
？
文
中
並
未
�
明
。
但
可
以
肯
定
的
是
、
在
空
中
飛
行
的
時
間
並

不
很
長
、
而
且

｢

不
明
飛
行
物｣

�
部
的
駕
駛
者
對
他
並
無
惡
意
、
這
點
由
他
最

後
從
高
空
墜
落
下
來
一
事
可
以
證
明
、
他
�
非
是
從
高
空
以
自
然
落
體
的
速
度
墜

落
地
面
、
否
則
�
不
可
能
不
受
傷
或
甚
至
死
亡
的
。
因
此
據
此
推
斷
、
他
落
下
時

可
能
是
由

｢

不
明
飛
行
物｣

的
駕
駛
者
以
某
種
力
量
或
某
種
方
法
使
他
墜
落
的
速

度
減
緩
而
能
安
然
的
由
高
空
降
下
地
面
。
這
點
需
要
推
敲
原
文
中
的

｢

忽
然
自
高

墜
下｣

一
句
、
顯
然
不
是

｢

不
明
飛
行
物｣

刻
意
降
到
超
低
空
、
使
他
以
不
致
受

傷
的
高
度
如
兩
、
三
公
尺
高
以
�｢

	
下｣

的
。
此
外
、
初
發
現
時
、
所
謂

｢

有

一
物
、
光
彩
異
常
、
五
色
鮮
艷｣

而
最
後
又
能
載
著
他
飛
入
空
中
、
一
飛
千
里
、

顯
然
與
長
久
以
來
傳
聞
中

｢

飛
�｣

一
樣
、
否
則
也
難
有
更
好
的
解
釋
了
。

三
、
從
地
圖
上
來
看
、
從
湖
北
省
的
松
滋
縣
到
貴
州
省
境

(

註：

原
文
中
沒
有

記
載
姓
覃
的
農
人
確
實
降
落
的
地
點
、
所
以
只
能
自
由
心
證
的
假
設
是
貴
州
省
東

北
方
最
接
近
湖
北
省
的
一
帶)

、
直
線
的
距
離
約
五
、
六
百
公
里
、
而
原
文
中
那
位

樵
夫
�：

｢

…
…
此
貴
州
境
�
、
去
爾
處
千
餘
里
矣
！｣

。
在
距
離
上
、
他
並
沒
有

�
錯
、
也
不
是
誇
張
、
因
為
中
國
古
代
是
通
用

｢

華
里｣

來
計
算
距
離
、
一
公
里

等
於
二
華
里
、
因
此
五
、
六
百
公
里
確
實
等
於
千
餘
華
里
。

四
、
原
文
中
沒
有
記
載
姓
覃
的
農
人
究
竟
被
不
明
飛
行
物
載
在
空
中
飛
行
了
多

久
時
間
才

｢

墜
下｣

、
因
此
我
們
已
經
無
法
確
知
他
究
竟
是
在
多
少
時
間
之
�
從
家



的
湖
北
省
松
滋
縣
境
�｢

飛
抵｣

貴
州
省
境
、
但
是
、
如
果
我
們
假
設
姓
覃
的

農
人
真
的
是
以
雙
手
抓
住

｢

不
明
飛
行
物｣

的
某
些
突
出
物
而
意
外
的
被
載
往
天

空
、
那
麼
、
以
一
個
成
年
男
子
的
體
力
來
考
量

(

包
括
他
農
夫
的
身
分
、
應
該
有

著
壯
健
的
體
魄
等
因
素
也
考
慮
進
來)

、
那
麼
、
他
單
靠
雙
手
抓
住
一
些
突
出
物
而

在
空
中
高
速
飛
行
、
應
該
頂
多
只
能
支
�
個
一
、
二
十
分
鐘
而
不
可
能
更
久
。

五
、
如
果
以
現
代
噴
射
客
機
的
速
度
來
計
算
、
五
、
六
百
公
里
的
距
離
大
約
需

要
四
、
五
十
分
鐘
的
飛
行
時
間
、
由
第
四
點
可
以
推
想
、
那
架

｢

不
明
飛
行
物｣

的
速
度
應
該
飛
得
比
現
代
噴
射
客
機
的
速
度
要
快
很
多
、
但
是
、
一
個
普
通
肉
體

的
農
人
在
這
樣
高
速
下
暴
露
在
外
的
被
載
在
空
中
飛
行
、
如
果

｢

不
明
飛
行
物｣

當
時
的
速
度
是
時
速
二
、
三
千
公
里
以
上
、
相
對
的
空
氣
阻
力

(

風
速)

也
必
是

如
此
、
他
能
承
受
得
了
�
？
不
會
中
途

落
下
來
�
？

六
、
由
第
五
點
來
推
測：

那
架

｢

不
明
飛
行
物｣

當
時
可
能
已
經
發
現
機
體
外
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有
異
�
、
所
以
並
沒
有
全
速
飛
行
、
甚
至
刻
意
的
放
慢
速
度
、
一
方
面
是
想
擺
�

這
個
不
速
之
客
、
一
方
面
又
不
想
使
他
受
到
傷
害
、
所
以
、
最
後
終
於
讓
他
安
全

的

｢

墜
下｣

、
只
不
過
墜
下
的
地
點
已
經
是
距
離
家
�
五
、
六
百
公
里
之
遙
的
貴
省

境
�
了
。

七
、
搭
乘
過
國
際
航
線
飛
機
的
人
就
知
道
、
一
般
噴
射
客
機
的
巡
航
高
度
通
常

在
三
萬
英
呎
左
右
、
這
樣
高
度
中
的
氣
�
可
以
低
到
攝
氏
零
下
三
、
四
十
度
左
右
、

而
且
氣
壓
甚
低
、
空
氣
稀
薄
、
一
個
常
人
在
這
樣
的
氣
�
下
又
承
受
高
速
飛
行
的

風
速
、
大
概
不
到
幾
分
鐘
之
�
就
會
因
失
�
而
凍
斃
、
所
以
依
照
原
文
的
推
測
、

姓
覃
的
農
人
並
沒
有
提
到

｢

高
處
不
勝
寒｣

的
感
覺
、
可
見
當
時
那
架

｢

不
明
飛

行
物｣

並
沒
有
飛
到
高
空
、
甚
至
為
了
無
傷
害
性
的
擺
�
姓
覃
的
農
人
、
甚
至
頂

多
只
是
飛
到
雲
端
的
高
度
、
大
概
是
一
千
公
尺
以
�
而
已
。

八
、
不
過
、
以
上
幾
種
推
測
似
乎
都
還
存
在
著
不
少
疑
點
、
很
難
周
延
的
來
解

釋
、
因
為
如
果
姓
覃
的
農
人
只
是
自
己
主
動
的
抓
住
飛
�
的
突
出
物
攀
附
其
上
而

隨
之
高
速
的
飛
往
高
空
、
不
論
他
的
身
體
是
否
能
�
承
受
、
應
該
都
不
會
發
生
如

原
文
中：

｢

精
神
�
眛
、
身
體
不
能
自
由｣

的
情
形
、
是
否
有
	
一
種
可
能
、
那
就

是：

當
時
飛
�
正
要
起
飛
、
而
且


動
的
是
一
種
｢

空
間
轉
換｣

的
接
置
、
姓
覃

的
農
人
撲
到
飛
�
上
去
的
時
候
、
正
好
闖
進
了
這
個

｢
空
間
轉
換｣

的
範
圍
之
中
、

或
者
這
架
飛
�
為
了
能
做
安
全
的

｢

空
間
轉
換｣

、
所
以
外
圍
有
一
圈
某
種
能
量
型

態
構
成
的
無
形

｢

防
護
罩｣

、
而
姓
覃
的
農
人
撲
上
飛
�
後
、
飛
�
的

｢

防
護
罩｣

隨
即


動
而
正
好
將
他
一
起
包
裹
其
中
、
因
此
他
才
會
隨
著
飛
�
飛
上
空
中
、
而

且
是
不
由
自
主
的
瞬
間
飛
行
了
五
、
六
百
公
里
、
也
因
此
才
會
感
到

｢
精
神
�
眛
、

身
體
不
能
自
由｣

、
直
到
駕
駛
飛
�
的
外
星
人
發
覺
異
樣
而
放
下
了
他
。

九
、
姓
覃
的
農
人
從
家
�
的
湖
北
省
松
滋
縣
境
�｢

飛
抵｣

貴
州
省
境
、
而
不

是
飛
上
空
中
之
後
又
回
到
原
地
、
可
能
從
湖
北
省
松
滋
縣
到
貴
州
省
境
、
此
一
路

線
原
本
就
是
飛
�
原
定
航
程
的
其
中
一
小
段
。

十
、
依
據
原
文
記
載
�
到
姓
覃
的
農
人
最
後
沿
路
乞
討
返
�
、
前
後
經
過
了
十

八
天
才
到
家
、
以
地
圖
上
五
、
六
百
公
里
的
直
線
距
離
來
推
算
、
實
際
距
離
應
該

在
七
、
八
百
公
里
左
右
、
以
�
行
的
方
式
前
進
、
姓
覃
的
農
人

天
大
約
要
走
上

三
、
四
十
公
里
、
才
能
在
十
八
天
之
後
回
到
老
家
、
這
樣
的
�
行
速
度
及

天
的

�
程
可
以
算
是
相
當
合
理
的
。

十
一
、
也
因
為
他

｢

好
加
在｣

沒
有
被
飛
�
外
星
人
趁
機
抓
住
載
往
外
太
空
、

也
幸
好
沒
有
在
數
千
公
尺
的
高
空
�
下
來
成
為
肉
餅
、
更
沒
有
在
高
空
被
凍
成
冰

棒
、
或
者
在
貴
州
的
窮
山
峻
嶺
中
被
野
獸
吃
掉
或
迷
路
餓
死
、
最
後
竟
然
還
能
平

安
返
抵
家
門
、
也
因
此
他
個
人
的
離
奇
遭
遇
才
會
被
記
載
在
正
史
的

｢

地
方
志｣

之
中
；
也
才
能
為
我
們
後
世
的
飛
�
研
究
者
留
下
了
一
段
精
彩
的
紀
�
以
供
我
們

研
究
參
考
、
這
真
的
是
相
當
難
能
可
貴
的
一
件
個
案
。

十
二
、
在
此
件
個
案
中
、
筆
者
不
用

｢

不
明
飛
行
物｣

這
名
詞
、
反
而
直
接
認

為
是

｢

飛
�｣

、
這
�
非
武
斷
的
認
定
、
因
為
在
當
時
全
球
人
類
尚
未
發
明
飛
機
等

快
速
載
人
飛
行
物
的
情
形
下
、
還
有
什
麼
東
西
可
以
將
人
載
入
高
空
並
且
在
瞬
間

飛
到
數
百
公
里
遠
的
地
方
�
？
如
果
要
以
靈
異
鬼
神
來
解
釋
、
那
是
更
為
荒
謬
的

見
解
。
而
且
在
中
國
這
塊
大
地
上
、
非
常
近
乎
飛
�
的
正
史
記
載
、
幾
千
年
來
多

不
勝
數
、
所
以
、
認
為
此
一
事
件
是

｢

飛
�｣

所
為
、
應
該
是
比
較
接
近
事
實
的

推
斷
。

(

９)
『

故
宮
珍
本
叢
刊

湖
北
府
州
県
志』

(

故
宮
博
物
院
編
、
海
南
出
版
社
、
二
〇

〇
一
年)

影
印
。

(

�)
『

中
国
地
方
志
集
成

湖
北
府
県
志
輯』

(

江
蘇
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年)

影
印
。

(

�)
『

北
京
師
範
大
学
図
書
館
蔵
稀
見
方
志
叢
刊
続
編』

(

学
苑
出
版
社
、
二
〇
〇
九

年)

影
印
。
な
お

｢

稀
見｣

は
珍
し
い
・
貴
重
な
、
の
意
。

(

�)

表
紙
写
真
は
中
国
の
古
書
店
サ
イ
ト｢

孔
夫
子
旧
書
網｣

(http://w
w
w
.k
on
g

fz.com
/)

よ
り
。

(

�)

原
文
で
は

｢

歸｣

の
異
体
字
が
使
わ
れ
て
い
る
。

(

�)
｢

照
片｣

は
写
真
の
こ
と
。
本
書
に
は
不
鮮
明
な
が
ら
、
県
内
の
名
所
旧
跡
の
写

真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

本
書
に
は
左
右
見
開
き
各
一
枚
で
計
四
枚
、
半
葉
の
堤
�
圖
一
枚
、
合
わ
せ
て

五
枚
の
地
図
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。｢

堤
�｣

は
つ
つ
み
、
堤
防
の
意
。
こ
の
地
方

に
於
け
る
治
水
の
重
要
さ
を
示
し
て
い
る
。｢

縣
城｣

は
県
の
役
所
の
置
か
れ
た
町
。

当
時
は
城
壁
で
囲
ま
れ
て
い
た
ら
し
い
。

(

�)
｢

目
録｣
は
目
次
の
意
。

(

�)
｢

〜
咀｣
の
地
名
は
隣
り
合
っ
て
お
り
、｢

〜
嘴｣

の
地
名
は
そ
こ
か
ら
離
れ
た
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と
こ
ろ
に
あ
る
。

(

�)
『

南
史』

巻
四
十
三

｢

列
伝
第
三
十
三

斉
高
帝
諸
子
下｣

始
興
簡
王
鑑
の
伝
。

(
�)

(

北
宋)

�
元
英
撰

『

談
藪』

。
但
し
現
行
の

『

談
藪』

に
は
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

は
見
え
ず
、
例
え
ば

『

太
平
広
記』

巻
一
百
六
十
一

｢

感
応
一｣

の

｢

蕭
叡
明｣

に
こ
の
話
を
引
く
。
そ
の
注
記
に

｢

出
談
藪｣

(

談
藪
に
出
づ)

と
あ
る
の
で
、
民

国
本

『
松
滋
県
志』

は
こ
れ
に
従
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
同
じ
話
は

『

南
史』

巻
七

三

｢

孝
義
上｣
や

『

太
平
御
覧』

巻
四
一
一

｢

人
事
部
・
孝
感｣

に
も
見
え
る
が
、

｢

齊
松�

滋�

令
蘭
陵
蕭
叡
明｣

と
明
記
す
る
の
は

『

太
平
広
記』

の
み
な
の
で
こ
れ
に

依
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

(

�)
『

太
平
御
覧』

巻
八
百
五

｢

珎
宝
部
四｣

の

｢

玉
下｣

に

｢

録
異
傳
曰
…｣

と
し

て
こ
の
話
を
引
く
。
民
国
本

『
松
滋
県
志』

は
こ
れ
に
従
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
同

じ
話
は

『

太
平
広
記』

巻
四
百
一

｢
金
下｣

の

｢

江
嚴｣

に
も
見
え
る
が
、
本
文

を

｢

又
�
浪
於
九
田
山
、
見
鳥
�
如
�
…｣

に
作
り
、｢

出
列
異
録｣

と
注
記
し
て

い
る
。『

太
平
広
記』

に
は

｢

松
滋｣

の
地
名
が
見
え
な
い
た
め
、
民
国
本
は

『

太

平
御
覧』

に
従
っ
た
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
。

(

	)
(

北
宋)

沈
括

『

夢
渓
筆
談』

(


)
(

唐)

段
成
式

『

酉
陽
雑
俎』

。

(

�)

按
ず
る
に
太
和
は
唐
の
文
宗
の
年
號
爲た

り
。

(

�)
｢

許｣

は

｢

〜
ほ
ど
、
〜
ば
か
り｣

の
意
。
こ
こ
は

｢

一
里
許｣
の

｢

一｣

を
省

略
し
た
言
い
方
で
、｢

一
里
ほ
ど｣

の
意
。

(

)
｢

橈｣

は
船
を
漕
ぐ
道
具
。
櫂か
い

。｢

一
隻｣

は
一
本
の
意
。

(

�)

こ
こ
で
は
泥
を
含
ん
だ
水
が
流
れ
込
ん
で
堆
積
し
て
い
る
こ
と
を
言
う
か
。

(

�)

大
干
魃
。

(

�)

地
面
が
亀
の
甲
羅
の
よ
う
に
ひ
び
割
れ
る
こ
と
。

(

�)

水
の
流
れ
る
様
。

(

�)
｢

一
丈
許｣

の

｢

一｣

を
省
略
し
た
言
い
方
で
、
深
さ
が

｢

一
丈
ほ
ど｣

の
意
。

(

�)
『

松
滋
県
志』

跋
、
及
び

『

北
京
師
範
大
学
図
書
館
蔵
稀
見
方
志
叢
刊
続
編』

所

收

『

松
滋
県
志』

解
題
を
参
照
。
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